
 
 

議案第９２号 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり定める。 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

 

三田市長 田 村 克 也    



 
 

三田市条例第  号 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の 

一部を改正する条例 
 

 三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年三

田市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 
（下線部分は改正部分） 

改正前 改正後 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1)～(6) 省略 (1)～(6) 省略 

 (7) 住登外者 本市の住民基本台帳に記載されていない者をいう。 

 (8) 住登外者宛名番号管理機能 住登外者を本市内で特定する宛名番号を

付番し、管理するための機能をいう。 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

 執行機関 事務 

省略 

7 市長 三田市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成4年

7月1日施行)による医療費の助成に関する事務であって

規則で定めるもの 

 

 

8 教育委員会 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助に関す

る事務であって規則で定めるもの 
 

 執行機関 事務 

省略 

7 市長 三田市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成4年

7月1日施行)による医療費の助成に関する事務であって

規則で定めるもの 

8 市長 住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定め

るもの 

9 教育委員会 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助に関す

る事務であって規則で定めるもの 
 

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 

 執行機

関 

事務 特定個人情報 

1 市長 身体障害者福祉

法(昭和24年法

律第283号)によ

る障害福祉サー

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 執行機

関 

事務 特定個人情報 

1 市長 身体障害者福祉

法(昭和24年法

律第283号)によ

る障害福祉サー

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(5) 住登外者宛名番号管理機能による住登外



 
 

ビス、障害者支

援施設等への入

所等の措置又は

費用の徴収に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

 

 

 

省略 

5 市長 知的障害者福祉

法(昭和35年法

律第37号)によ

る障害福祉サー

ビス、障害者支

援施設等への入

所等の措置又は

費用の徴収に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

省略 

11 市長 地域生活支援事

業事務であって

規則で定めるも

の 

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 

12 市長 兵庫県心身障害

者扶養共済制度

事務であって規

則で定めるもの 

省略 

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 

省略 
 

ビス、障害者支

援施設等への入

所等の措置又は

費用の徴収に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

者の情報の管理に関する情報(以下「住登外

宛名情報」という。)であって規則で定める

もの 

省略 

5 市長 知的障害者福祉

法(昭和35年法

律第37号)によ

る障害福祉サー

ビス、障害者支

援施設等への入

所等の措置又は

費用の徴収に関

する事務であっ

て規則で定める

もの 

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(5) 住登外宛名情報であって規則で定めるも

の 

省略 

11 市長 地域生活支援事

業事務であって

規則で定めるも

の 

省略 

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(5) 住登外宛名情報であって規則で定めるも

の 

12 市長 兵庫県心身障害

者扶養共済制度

事務であって規

則で定めるもの 

省略 

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(4) 住登外宛名情報であって規則で定めるも

の 

省略 
 

 

付 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

  


